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   第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、本市の区域内（以下「市内」という。）における企業の立地を促進し、２１

世紀の本市の基幹産業の育成及び集積を図るなど、本市の産業基盤を強化するとともに、雇用の

場を確保し、もって本市の産業の振興及び本市における労働者の雇用の安定に寄与するため、事

業所等を設置し、雇用を拡大する企業に対する補助金（以下「補助金」という。）の交付に関し、

京都市補助金等の交付等に関する条例（以下「条例」という。）及び京都市補助金等の交付等に

関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
⑴ 製造業等 統計調査に用いる産業分類並びに疾病、障害及び死因分類を定める政令の規定に

基づく、産業に関する分類の名称及び分類表を定める等の件（平成２５年総務省告示第４０５

号）に定める日本標準産業分類において、製造業、ソフトウェア業及び情報処理サービス業に

分類される産業をいう。 
⑵ 本市の産業政策に特に寄与する産業分野 ものづくり、ＩＣＴ、スポーツ、環境・エネルギ

ー、医療・健康・福祉・介護関連等のヘルスケア・ライフサイエンス、マンガ・アニメ・ゲー

ム等のコンテンツ・アート、社会課題解決、ベンチャーキャピタル・アクセラレータ・コンサ

ルティング等の海外企業進出支援及びその他本市の産業政策に特に寄与する産業分野として

市長が認める分野をいう。 
⑶ 本社機能 本社若しくは主たる事業所その他の業務施設（調査及び企画部門、情報処理部門、

研究開発部門、国際事業部門、その他管理業務部門、商業事業部門（専ら業務施設において情

報通信技術の活用により対面以外の方法による業務を行うものに限る。）、情報サービス事業部

門若しくはサービス事業部門（調査及び企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部

門若しくはその他管理業務部門の業務の受託に関する業務を行うものに限る。））が担う機能、

研究所が担う研究開発の機能又は研修所が担う人材育成の機能をいう。 
⑷ 本社・工場等 製造業等の事業の用に直接供する本社機能を有する事業所、工場、開発拠点

（電子計算機のプログラム等の開発及び電子計算機を用いた情報の処理等を行う事業所をい

う。以下同じ。）又は研究所をいう。 
⑸ オフィス等 調査、企画、研究開発若しくはその他管理業務を行う事務所、工場又は研修所

をいう。ただし、本市及び本市の外郭団体（京都市行政活動及び外郭団体の経営の評価に関す

る条例第２条第２号に規定する外郭団体をいう。以下同じ。）が所有する施設内に存するもの

を除く。 



⑹ シェアオフィス等 シェアオフィス、コワーキングスペースその他の複数の利用者が一の建

物又は個室を事業用に共有する形態の施設として市長が認めるものをいう。ただし、本市及び

本市の外郭団体が所有する施設内に存するものを除く。 
⑺ 京町家 建築基準法の施行の際現に存し、又はその際に建築、修繕若しくは模様替えの工事

中であった木造の建築物をいう。 
⑻ 補助対象事業所 本社・工場等、オフィス等及びシェアオフィス等をいう。 
⑼ 新増設等 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）が新たに建物を新

築、増築、改築、購入又は賃借すること（設備更新を除く。）をいう。 

⑽ 生産等設備取得額 本社・工場等の新増設等により新たに取得する償却資産（地方税法第３

４１条第４号に規定する償却資産をいう。）の取得額をいう。 
⑾ 中小企業者 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に規定する中小企

業者のうち、会社をいう。 
⑿ 中小企業者Ａ 中小企業者のうち、資本金の額又は出資の総額が１億円以下かつ常時使用す

る従業員の数が１００人以下の会社をいう。 
⒀ 中小企業者Ｂ 中小企業者のうち、中小企業者Ａ以外の会社をいう。 
⒁ 大企業者 第１１号に規定する中小企業者以外の会社をいう。ただし、第１１号に規定する

中小企業者のうち、次のいずれかに該当する者は、大企業者とする。 
ア 発行済株式の出資口数又は出資価額の２分の１以上が同一の大企業者の所有に属してい

る会社 
イ 発行済株式の出資口数又は出資金額の３分の２以上が複数の大企業者の所有に属してい

る会社 
ウ 大企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の２分の１以上を占めている会社 

⒂ 海外企業 外国企業（外国の法令に基づいて設立された企業）及び外資系企業（国内企業の

うち、発行株式の総数または出資総額の割合の３分の１超を外国企業等または外国人が保有す

る企業）のうち会社をいう。 
⒃ 外国企業等 外国の法令に基づいて設立された法人その他団体、または外国に主たる事務所

を有する法人その他団体をいう。 
⒄ 外国人 出入国管理及び難民認定法第２条第１号に規定する外国人をいう。 
⒅ 常時雇用者 補助対象者と期間の定めのない雇用契約を締結している正社員（高年齢者等の

雇用の安定等に関する法律（昭和４６年法律第６８号）第９条第１項に規定する高年齢者雇用

確保措置及び第１０条の２第１項に規定する高年齢者就業確保措置に基づき雇用されている

社員を含む。）をいう。 
⒆ 役員 法人の登記事項証明書（商業登記規則第３０条第１項第２号に規定する履歴事項証明

書であって、同条第３項の規定により全部である旨の認証文が付されたものに限る。以下同

じ。）に記載のある取締役、会計参与、監査役、社員等のうち、常勤の者をいう。 
⒇ 特定地域 以下のアからカに定める地区をいう。 

  ア 桂イノベーションパーク地区 桂イノベーションパーク構想において定められた桂イノ

ベーションパーク地区 
  イ らくなん進都（鴨川以北） らくなん進都（高度集積地区）まちづくり推進プログラムに

おいて定められたらくなん進都の区域のうち、鴨川以北の区域 
  ウ らくなん進都（鴨川以南） らくなん進都（高度集積地区）まちづくり推進プログラムに

おいて定められたらくなん進都の区域のうち、鴨川以南の区域 
  エ 横大路地区 伏見ルネッサンスプランにおいて定められた横大路地域 
  オ 向日町駅周辺特定工業地区 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第８条第１項第１



号に規定する工業専用地域に指定された区域及び京都都市計画（京都国際文化観光都市建設

計画）特別用途地区（産業集積特別工業地区）において第二種地区に指定された区域 
  カ 京都駅南部地区 ＪＲ東海道新幹線以南、十条通り以北、近鉄京都線以東、鴨川以西の区

域のうち、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第８条第１項第１号に規定する商業地

域に指定された区域 
(21)  オフィス・ラボ誘導地区 特定地域のうち、京都駅南部地区及びらくなん進都（鴨川以北）

の地区をいう。 
(22) 公的インキュベーション施設 以下のアからカに掲げる施設をいう。 

  ア 京都大学連携型起業家育成施設「京大桂ベンチャープラザ（北館）」 
イ 京都桂新事業創出型事業施設「京大桂ベンチャープラザ（南館）」 
ウ 京都新事業創出型事業施設「クリエイション・コア京都御車」 
エ 京都市成長産業創造センター「ACT 京都」 
オ 京都大学医薬系総合研究棟「イノベーションハブ京都」 
カ アからオに準ずる施設として市長が認めるもの 

 
（補助金の種別） 
第３条 企業立地促進制度補助金は、次の各号に掲げる制度で構成する。 
⑴ 本社・工場等新増設等支援制度 
⑵ 市内初進出支援制度 
⑶ お試し立地支援制度 

 

 

   第２章 本社・工場等新増設等支援制度 

（補助対象者） 

第４条 本章における補助対象者は、主たる事業として製造業等を営み、又は営もうとしている中

小企業者、大企業者又は海外企業とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は補助対象者としない。 

⑴ 京都市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等又は同条第５号に規定する暴力

団密接関係者 

⑵ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）に規定す

る性風俗関連特殊営業及びそれらに類似する業種を営む者 

⑶ 営業に関して必要な認可等を取得していない者 

⑷ 市町村税を滞納している者 

⑸ 本市が補助金を交付するに当たり、社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれがある者 

 

（補助対象事業） 

第５条 本章における補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次の

各号のいずれかの要件を満たす事業とする。 

⑴ 市内において、補助対象者が本社・工場等の新増設等を行い、かつ、当該本社・工場等にお

いて継続して操業又は営業を行う事業で、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。 

ア 生産等設備取得額の合計額が２，５００万円以上であること。ただし、補助対象者が中小

企業者である場合にあっては、１，０００万円以上であること。 

イ 本社・工場等の新増設等後において、当該本社・工場等における常時雇用者の数が５人以

上であること。 



ウ 次のいずれかに該当すること。ただし、第２１条第２項により地位の承継の承認を受けた

者を除く。 

（ア） 市内における常時雇用者の総数が、第１３条に規定する申請の日（以下「指定申請日」

という。）から増加していること。 

（イ） 本社・工場等の新増設等に伴い生産性の向上に資する投資を行い、かつ、指定申請日後

における市内の常時雇用者を新たに１人以上雇用していること。 

⑵ 市内において、公的インキュベーション施設から退去する補助対象者（中小企業者に限る。）

が、公的インキュベーション施設以外の場所で本社・工場等の新増設等を行い、かつ、当該本

社・工場等において継続して操業又は営業を行う事業 

⑶ その他市長が特に必要と認める事業 

２ 市長は、前項の規定にかかわらず、事業の目的、性質、態様等から補助対象事業として適当で

ないと認められるときは、補助対象事業から除くことができる。 

 

（補助金の額及び交付方法） 

第６条 市長は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に規定するとこ

ろにより補助金の額を定めるものとする。 

⑴ 中小企業者 

ア 税相当額の補助金  

本社・工場等の新増設等に伴い取得した固定資産（地方税法第３４１条第３号に規定する

家屋及び同条第４号に規定する償却資産をいう。以下同じ。）に係る固定資産税及び都市計

画税で、当該本社・工場等の第１６条に規定する操業又は営業を開始した日（以下「操業等

開始日」という。）の属する年の翌年の１月１日（操業等開始日が１月１日である場合は、

操業等開始日の属する年の１月１日。以下同じ。）を賦課期日とする年度から、中小企業者

Ａの場合には３年度分、中小企業者Ｂの場合には２年度分の本市への納付税額に相当する金

額（新増設等の分に限る。）とし、それぞれ１億円を限度とする。ただし、補助対象事業が、

オフィス・ラボ誘導地区及びらくなん進都（鴨川以南）の地区を除く特定地域内で行われる

場合は、「納付税額に相当する金額」を「納付税額に相当する金額に１００分の１２０を乗

じた金額」に、オフィス・ラボ誘導地区またはらくなん進都（鴨川以南）の地区内で本社機

能を有する事業所、開発拠点又は研究所の新増設等が行われる場合は、「納付税額に相当す

る金額」を「納付税額に相当する金額に１００分の１５０を乗じた金額」に、同地区内で工

場の新増設等が行われる場合は、「納付税額に相当する金額」を「納付税額に相当する金額

に１００分の１２０を乗じた金額」に、それぞれ読み替える。 

イ 埋蔵文化財発掘調査費相当額の補助金  

本社・工場等の新増設等に伴い埋蔵文化財発掘調査を実施する場合に、当該調査に要した

経費（試掘調査費、消費税及び地方消費税を除く。以下同じ。）に相当する金額に１００分

の５０を乗じた金額とし、２，５００万円を限度とする。 

ウ 市内初進出支援（市内居住者） 

補助対象者が、既に市外にオフィス等を設置しており、かつ、指定申請日から遡って２年

の間、市内にオフィス等を設置していない場合、市内初進出支援（市内居住者）の額は、市

内のオフィス等に勤務する常時雇用者及び役員（第１９条第１項に規定する申請の日（以下

「交付申請日」という。）から遡って６箇月間以上継続して雇用等され、かつ、同期間継続

して市内に居住し住民票を置く者に限る。）１人につき１年度当たり２０万円（補助対象者

が海外企業、京町家に入居する企業に該当する場合は、それぞれに該当するごとに２を乗じ

る。）で、２年度分に相当する金額とし、各年度の限度額は２，５００万円とする。 



エ 市内初進出支援（賃料） 

補助対象者が、既に市外にオフィス等を設置しており、かつ、指定申請日から遡って２年

の間、市内にオフィス等を設置していない場合、市内初進出支援（賃料）の額は、当該本社・

工場等の賃料及び利用料として補助対象者が支払う経費（敷金や礼金、入会金、保証金、事

務手数料など通常、定額の賃料及び利用料に含まれないものとして市長が認める経費並びに

消費税及び地方消費税を除く。）に１００分の５０を乗じた額で、操業等開始日の属する月

の翌月から２４箇月分とし、限度額は１２箇月当たり１,０００万円とする。 

オ 市内居住者支援 

補助対象者が、ウ及びエに規定する者以外の者の場合、市内居住者支援の額は、当該本社・

工場等に勤務する常時雇用者及び役員（交付申請日から遡って６箇月間以上継続して雇用等

され、かつ、同期間継続して市内に居住し住民票を置く者（指定申請日に既に市内に居住し

住民票を置く常時雇用者及び役員は除く。）に限る。）１人につき２０万円（補助対象者が

京町家に入居する企業に該当する場合は２を乗じる。）で、１年度分に相当する金額とし、

限度額は２，５００万円とする。 

⑵ 大企業者 

ア 税相当額の補助金 

本社・工場等の新増設等に伴い取得した固定資産に係る固定資産税及び都市計画税で、当

該本社・工場等の操業等開始日の属する年の翌年の１月１日を賦課期日とする年度から１年

度分の本市への納付税額に相当する金額（新増設等の分に限る。）に１００分の５０を乗じ

た金額とし、限度額は、別表１のとおりとする。ただし、補助対象事業が、オフィス・ラボ

誘導地区及びらくなん進都（鴨川以南）の地区を除く特定地域内で行われる場合は、「納付

税額に相当する金額に１００分の５０を乗じた金額」を「納付税額に相当する金額に１００

分の６０を乗じた金額」に、オフィス・ラボ誘導地区またはらくなん進都（鴨川以南）の地

区内で本社機能を有する事業所、開発拠点又は研究所の新増設等が行われる場合は、「納付

税額に相当する金額に１００分の５０を乗じた金額」を「納付税額に相当する金額に１００

分の７５を乗じた金額」に、同地区内で工場の新増設等が行われる場合は、「納付税額に相

当する金額に１００分の５０を乗じた金額」を「納付税額に相当する金額に１００分の６０

を乗じた金額」に、それぞれ読み替える。 

イ 埋蔵文化財発掘調査費相当額の補助金 

本社・工場等の新増設等に伴い埋蔵文化財発掘調査を実施する場合に、当該調査に要した

経費に相当する金額に１００分の５０を乗じた金額とし、２，５００万円を限度とする。 

ウ 市内初進出支援（市内居住者） 

補助対象者が、既に市外にオフィス等を設置しており、かつ、指定申請日から遡って２年

の間、市内にオフィス等を設置していない場合、市内初進出支援（市内居住者）の額は、市

内のオフィス等に勤務する常時雇用者及び役員（交付申請日から遡って６箇月間以上継続し

て雇用等され、かつ、同期間継続して市内に居住し住民票を置く者に限る。）１人につき１

年度当たり２０万円（補助対象者が海外企業、京町家に入居する企業に該当する場合は、そ

れぞれに該当するごとに２を乗じる。）で、２年度分に相当する金額とし、各年度の限度額

は２，５００万円とする。 

エ 市内初進出支援（賃料） 

補助対象者が、既に市外にオフィス等を設置しており、かつ、指定申請日から遡って２年

の間、市内にオフィス等を設置していない場合、市内初進出支援（賃料）の額は、当該本社・

工場等の賃料及び利用料として補助対象者が支払う経費（敷金や礼金、入会金、保証金、事

務手数料など通常、定額の賃料及び利用料に含まれないものとして市長が認める経費並びに



消費税及び地方消費税を除く。）に１００分の５０を乗じた額で、操業等開始日の属する月

の翌月から２４箇月分とし、限度額は１２箇月当たり１,０００万円とする。 

オ 市内居住者支援 

補助対象者が、ウ及びエに規定する者以外の者の場合、市内居住者支援の額は、当該本社・

工場等に勤務する常時雇用者及び役員（交付申請日から遡って６箇月間以上継続して雇用等

され、かつ、同期間継続して市内に居住し住民票を置く者（指定申請日に既に市内に居住し

住民票を置く常時雇用者及び役員は除く。）に限る。）１人につき２０万円（補助対象者が

京町家に入居する企業に該当する場合は２を乗じる。）で、１年度分に相当する金額とし、

限度額は２，５００万円とする。 

２ 前項の補助金は、指定申請日における次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に規定するとこ

ろにより交付するものとする。 

⑴ 中小企業者 

ア 税相当額の補助金 

補助対象者が中小企業者Ａの場合は前項第１号アに規定する年度及びこれに続く２年度、

補助対象者が中小企業者Ｂの場合は同号アに規定する年度及びこれに続く１年度において、

当該年度の納付税額に相当する金額に区分して年度ごとに交付する。 

イ 埋蔵文化財発掘調査費相当額の補助金 

前項第１号アに規定する年度において、同号イに規定する金額を同号アに規定する金額の

交付時に併せて交付する。 

ウ 市内初進出支援（市内居住者） 

前項第１号アに規定する年度及びこれに続く１年度において、同号ウに規定する金額を、

年度ごとの金額に区分し、同号アに規定する金額の交付時に併せて交付する。 

エ 市内初進出支援（賃料） 

前項第１号アに規定する年度において、操業等開始日の属する月の翌月から起算して１２

箇月分の同号エに規定する金額を、これに続く１年度において、当該１２箇月に続く１２箇

月分の同号エに規定する金額を、年度ごとの金額に区分し、同号アに規定する金額の交付時

に併せて交付する。 

オ 市内居住者支援 

前項第１号アに規定する年度において、同号オに規定する金額を同号アに規定する金額の

交付時に併せて交付する。 

⑵ 大企業者 

ア 税相当額の補助金 

(ｱ)  前項第２号アに規定する年度において交付する。 

(ｲ)  前条第１項に規定する補助対象事業が同一の敷地内に複数あるときは、別に定めるとこ

ろにより交付する。 

イ 埋蔵文化財発掘調査費相当額の補助金 

前項第２号アに規定する年度において、同号イに規定する金額を同号アに規定する金額の

交付時に併せて交付する。 

ウ 市内初進出支援（市内居住者） 

前項第２号アに規定する年度及びこれに続く１年度において、同号ウに規定する金額を、

年度ごとの金額に区分して交付する。なお、同号アに規定する年度については、同号アに規

定する金額の交付時に併せて交付する。 

エ 市内初進出支援（賃料） 

前項第２号アに規定する年度において、操業等開始日の属する月の翌月から起算して１２



箇月分の同号エに規定する金額を、これに続く１年度において、当該１２箇月に続く１２箇

月分の同号エに規定する金額を、年度ごとの金額に区分して交付する。なお、同号アに規定

する年度については、同号アに規定する金額の交付時に併せて交付する。 

オ 市内居住者支援 

前項第２号アに規定する年度において、前項第２号オに規定する金額を、年度ごとの金額

に区分し、同号アに規定する金額の交付時に併せて交付する。 

３ 交付申請日において、補助対象者が本社・工場等の新増設等を行い、かつ、当該本社・工場等

において継続して操業又は営業を行っている場合、前条第１項第１号アからウの要件を満たさな

いときであっても、第１項第１号ウ及びエ又は同項第２号ウ及びエの規定に該当するときは、当

該ウ及びエに規定する金額を交付する。 

４ 前３項の規定により当該年度に交付する補助金の額を算定する場合において、補助金の額の合

計額に１，０００円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。 

 

 

第３章 市内初進出支援制度 

（補助対象者） 

第７条 本章における補助対象者は、既に市外にオフィス等を設置しており、かつ、第１３条に規

定する申請の日（以下「指定申請日」という。）から遡って２年の間、市内にオフィス等を設置

していない会社とする。 

２ 次の各号に掲げる要件の全てを満たす企業として市長が認める者は、前項に掲げる補助対象者

とみなす。 

⑴ 国内にオフィス等を初めて設置する中小企業者、大企業者又は海外企業であって、発行済株

式の総数、出資口数の総数若しくは出資価額の総数の２分の１以上が、指定申請日から遡って

２年の間、市内にオフィス等を設置していない企業（以下「親企業」という。）に単独で所有

されるものであること。 

⑵ 商号や事業内容が、親企業の事業との関連性が認められるものであること。 

３ 前２項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は対象としない。 

⑴ 京都市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等又は同条第５号に規定する暴力

団密接関係者 

⑵ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）に規定す

る性風俗関連特殊営業及びそれらに類似する業種を営む者 

⑶ 営業に関して必要な認可等を取得していない者 

⑷ 市町村税を滞納している者 

⑸ 本市が補助金を交付するに当たり、社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれがある者 

⑹ 京都市新事業創出型事業施設活用推進事業補助金又は京都市産学公連携医療イノベーショ

ン創出支援施設活用推進事業補助金の交付を受けようとしている者 

 

（補助対象事業） 

第８条 本章における補助対象事業は、補助対象者が市内にオフィス等を設置する事業（賃貸借の

場合は契約期間が１年以上であるなど、長期の設置が見込まれる事業に限る。）とする。 

２ 市長は、前項の規定にかかわらず、事業の目的、性質、態様等から補助対象事業として適当で

ないと認められるときは、補助対象事業から除くことができる。 

 

（補助金の額及び交付方法） 



第９条 市長は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に規定するとこ

ろにより補助金の額を定めるものとする。 

⑴ 市内初進出支援（市内居住者） 

市内のオフィス等に勤務する常時雇用者及び役員（交付申請日から遡って６箇月間以上継続

して補助対象者に雇用等され、かつ、同期間継続して市内に居住し住民票を置く者に限る。以

下この条において同じ。）１人につき、１年度当たり１０万円（補助対象者が本市の産業政策

に特に寄与する産業分野の企業、海外企業、京町家に入居する企業に該当する場合は、それぞ

れに該当するごとに２を乗じる。）で、２年度分に相当する額とし、各年度の限度額は２,５

００万円とする。 

⑵ 市内初進出支援（賃料） 

市内のオフィス等の賃料及び利用料として補助対象者が支払う経費（敷金や礼金、入会金、

保証金、事務手数料など通常、定額の賃料及び利用料に含まれないものとして市長が認める経

費並びに消費税及び地方消費税を除く。）に１００分の５０を乗じた額で、第１６条に規定す

る操業又は営業を開始した日（以下「操業等開始日」という。）の属する月の翌月から２４箇

月分とし、限度額は１２箇月当たり１,０００万円とする。 

２ 前項の補助金は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に規定するところにより交付するも

のとする。 

⑴ 市内初進出支援（市内居住者） 

操業等開始日以降における最初の交付申請日が属する年度及びこれに続く１年度において、

第１項第１号に規定する金額を、年度ごとの金額に区分して交付する。 

⑵ 市内初進出支援（賃料） 

操業等開始日以降における最初の交付申請日が属する年度においては、操業等開始日の属す

る月の翌月から起算して１２箇月分の第１項第２号に規定する金額を、これに続く１年度にお

いては、当該１２箇月に続く１２箇月分の同号に規定する金額を、年度ごとの金額に区分し、

同項第１号に規定する金額の交付時に併せて交付する。 

３ 前２項の規定により当該年度に交付する補助金の額を算定する場合において、補助金の額の合

計額に１，０００円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。 

 

 

第４章 お試し立地支援制度 

（補助対象者） 

第１０条 本章における補助対象者は、既に市外にオフィス等を設置しており、かつ、第１３条に

規定する申請の日から遡って２年の間、市内にオフィス等を設置していない会社で、市内でのオ

フィス等の設置を検討している者とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は対象としない。 

⑴ 京都市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等又は同条第５号に規定する暴力

団密接関係者 

⑵ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）に規定す

る性風俗関連特殊営業及びそれらに類似する業種を営む者 

⑶ 営業に関して必要な認可等を取得していない者 

⑷ 市町村税を滞納している者 

⑸ 本市が補助金を交付するに当たり、社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれがある者 

⑹ 過去に本要綱に基づく補助金の交付を受けた者 

 



（補助対象事業及び補助対象期間） 

第１１条 本章における補助対象事業は、次の各号の要件をすべて満たす事業とし、補助対象期間

は３箇月間（海外企業においては６箇月間）を上限とする。 

⑴ 市内のシェアオフィス等を一週間以上継続して利用すること。 

⑵ 補助対象期間内に市の取材やアンケート等に応じること。 

２ 市長は、前項の規定にかかわらず、事業の目的、性質、態様等から補助対象事業として適当で

ないと認められるときは、補助対象事業から除くことができる。 

 

（補助金の額及び交付方法） 

第１２条 市長は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる金額の合計により補助金の額を定め

るものとする。 

⑴ 利用料 シェアオフィス等の利用料として補助対象者が支払う経費（入会金、保証金、事務

手数料、飲食料及び宿泊料など、通常定額の利用料に含まれないものとして市長が認める経費

を除く。）に１００分の５０を乗じた額とし、限度額は別表２のとおりとする。 

⑵ 交通費 通常勤務するオフィス等の所在地又は自宅（海外企業においては入出国港）とシェ

アオフィス等との往復の交通費（京都市旅費条例に準ずる等合理的な経路及び方法による公共

交通機関の費用として市長が認める経費に限る。）として補助対象者が支払う経費に１００分

の５０を乗じた額とし、限度額及び利用限度回数は別表２のとおりとする。 

２ 前項の補助金は、前項各号に定める額を一括して交付する。 

３ 前２項の規定により交付する補助金の額を算定する場合において、補助金の額の合計額に１，

０００円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。 

 

 

   第５章 手続等 

（補助対象事業の指定） 

第１３条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、次の各号の区分に応

じ、当該各号に掲げる期日までに、京都市企業立地促進制度補助金補助対象事業指定申請書（第

１号様式。以下「指定申請書」という。）を市長に提出しなければならない。ただし、市長がや

むを得ない事情があると認めるときはこの限りではない。 

⑴ 本社・工場等新増設等支援制度 

本社・工場等の新増設等の工事に着手する日まで。 

⑵ 市内初進出支援制度 

オフィス等の営業を開始する日まで。 

⑶ お試し立地支援制度 

シェアオフィス等の利用を開始する日まで。 

２ 指定申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 

⑴ 法人の登記事項証明書 

⑵ 申請者の概要が分かる書類 

⑶ 事業計画書 

⑷ 賃貸借契約書の写しなどオフィス等の賃料及び利用料が分かる書類 

⑸ 登記事項証明書（建物）の写しなど建物の建築年月日及び構造が分かる書類（京町家に入居

する企業に限る。） 

⑹ その他市長が必要と認める書類 

３ 市長は、指定申請書の提出があった場合に、当該申請に係る補助対象事業の指定が適当である



と認めるときは、補助対象事業として指定するものとする。 

４ 市長は、第５条に規定する補助対象事業を指定する場合においては、あらかじめ、京都市企業

立地促進事業委員会設置要綱に基づき設置する京都市企業立地促進事業委員会（以下「委員会」

という。）の意見を聴取しなければならない。 

５ 市長は、第８条に規定する補助対象事業を指定した場合は、当該事業の概要を委員会に報告し

なければならない。 

６ 市長は、補助対象事業を指定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があ

ると認めるときは、当該指定に必要な条件を付することができる。 

 

（指定の通知） 

第１４条 市長は、前条第３項の規定に基づき補助対象事業を指定したときは、指定を受けた補助

対象者（以下「指定事業者」という。）に対し、その旨を京都市企業立地促進制度補助金補助対

象事業指定決定通知書（第２号様式）により通知するものとする。 

２ 市長は、前条第３項の規定により補助対象事業に指定することが不適当であると認めるときは、

申請者に対し、その旨を京都市企業立地促進制度補助金補助対象事業不指定決定通知書（第３号

様式）により通知するものとする。 

 

（指定申請内容の変更等） 

第１５条 指定事業者は、補助対象事業が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速

やかに京都市企業立地促進制度補助金補助対象事業変更・中止・廃止届出書（第４号様式）に、

内容を示す書類（ただし、次の第１号に該当する場合に限る。）を添えて、市長に届け出なけれ

ばならない。 

⑴ 指定申請書に記載した申請者の氏名若しくは住所、又は第３条第２号に規定する制度の申請

における補助対象事業所の用途及び工事種別若しくは所在地に変更があったとき、並びに添付

書類に記載した事項において、補助金の交付に影響を与える変更があったとき。 

⑵ 指定申請書又は指定申請書の添付書類に記載した事項において、誤記その他これに類する客

観的に明白な誤りであって、補助対象事業の指定に影響を及ぼさない範囲の変更があったとき。 

⑶ 補助対象事業を中止し、又は廃止したとき。 

 

（操業等開始の届出） 

第１６条 指定事業者は、第５条及び第８条に規定する補助対象事業所の操業又は営業を開始し

たときは、速やかに京都市企業立地促進制度補助金補助対象事業操業等開始届出書（第５号様

式）に、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付して提出しなければならない。 

⑴ 本社・工場等新増設等支援制度 

ア 現場写真（補助対象事業所の状況が分かるもの。写真撮影位置図を含む。） 

イ 補助対象事業に関する図面等 

ウ 補助対象事業所の登記事項証明書（建物） 

エ その他市長が必要と認める書類 

⑵ 市内初進出支援制度 

ア 現場写真（補助対象事業所の状況が分かるもの。写真撮影位置図を含む。） 

イ 補助対象事業に関する図面等 

ウ 法人の登記事項証明書や補助対象事業所の賃貸借契約書などオフィス等の設置を証明す

る書類 

エ その他市長が必要と認める書類 



 

（報告及び指示） 

第１７条 市長は、この要綱の施行に必要な限度において、指定事業者に対して、補助対象事業に

関する報告を求め、又は関係帳簿等を調査することができる。 

２ 市長は、前項の規定による報告又は調査の結果に基づき、指定事業者に対して当該補助対象事

業の実施について、必要な指示を与えることができる。 

 

（指定の取消し） 

第１８条 市長は、指定事業者又は補助対象事業が次の各号のいずれかに該当するときは、補助対

象事業の指定を取り消すことができる。 

⑴ 第４条、第５条、第７条、第８条、第１０条又は第１１条に規定する要件を欠くに至ったと

き。ただし、第６条第３項の規定を適用する場合においては、この限りでない。 

⑵ 第１９条第２項第１号に規定する期日までに申請を行わなかったとき。 

⑶ 指定事業者が補助対象事業を中止し、若しくは廃止したとき、又は補助対象事業が中止若し

くは廃止の状態にあると市長が認めたとき。 

⑷ 指定事業者が、指定を受けた日から次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる期日までに補

助対象事業所の操業、営業又は利用を開始しないとき。 

  ア 本社・工場等新増設等支援制度 ６年以内 

  イ 市内初進出支援制度 １年以内 

  ウ お試し立地支援制度 ９０日以内 

⑸ 指定事業者が、偽りその他不正の手段により、補助対象事業の指定を受けたとき。 

⑹ その他補助対象事業として不適当であると市長が認めたとき。 

２ 市長は、補助対象事業の指定を取り消したときは、京都市企業立地促進制度補助金補助対象事

業指定取消決定通知書（第６号様式）により通知するものとする。 

 

（交付の申請） 

第１９条 指定事業者からの条例第９条の規定による申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、補助

金の交付を受けようとする年度ごとに、京都市企業立地促進制度補助金交付申請書（第７号様式）

によって、当該各号に規定する書類を添えて行わなければならない。 

⑴ 本社・工場等新増設等支援制度 

ア 補助対象事業に係る実績報告書 

イ 固定資産税及び都市計画税の納税証明書並びに課税明細書（課税明細書にあっては、第６

条第３項の規定を適用する場合を除く。） 

ウ 申請日の属する年度及び当該年度の前の年度における市町村税の納付を証する書類 

エ 常時雇用者及び役員（役員にあっては、市内初進出支援及び市内居住者支援の対象となる

場合に限る。）の名簿並びに常時雇用者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し又

は事業所別被保険者台帳 

オ 法人の登記事項証明書（上記エの名簿に役員を含む場合に限る。） 

カ 常時雇用者及び役員の住民票の写し（市内初進出支援及び市内居住者支援の対象となる場

合に限る。） 

キ オフィス等の賃料及び利用料の支払実績が分かる書類（市内初進出支援（賃料）の対象と

なる場合に限る。） 

ク その他市長が必要と認める書類 

⑵ 市内初進出支援制度 



ア 補助対象事業に係る実績報告書 

イ 常時雇用者及び役員の名簿並びに常時雇用者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書

の写し又は事業所別被保険者台帳 

ウ 法人の登記事項証明書（上記イの名簿に役員を含む場合に限る。） 

エ 常時雇用者及び役員の住民票の写し 

オ オフィス等の賃料及び利用料の支払実績が分かる書類 

カ 直近年度における市町村税の納付を証する書類（交付申請日において、当該市町村税の納

付期限が到来していない場合を除く。） 

キ その他市長が必要と認める書類 

⑶ お試し立地支援制度 

ア 補助対象事業に係る実績報告書 

イ シェアオフィス等の利用料及び交通費の利用実績が分かる書類 

ウ その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に規定する期日までに行わなければな

らない。 

⑴ 本社・工場等新増設等支援制度 

補助対象事業に伴い取得した固定資産に係る固定資産税及び都市計画税を納付した年度内 

⑵ 市内初進出支援制度 

営業を開始する日から１年及び２年を経過した日からそれぞれ３０日以内 

⑶ お試し立地支援制度 

補助対象事業を完了した日から３０日以内 

 

（交付の決定） 

第２０条 市長は、条例第９条による申請が到達してから３０日以内に条例第１０条各項の決定を

するものとする。 

２ 市長は、補助金を交付することが適当であると認めるときは、京都市企業立地促進制度補助金

交付決定通知書（第８号様式）により通知するものとする。 

３ 市長は、補助金を交付することが不適当であると認めるときは、京都市企業立地促進制度補助

金不交付決定通知書（第９号様式）により通知するものとする。 

 

（地位の承継） 

第２１条 指定事業者から補助対象事業を承継した者は、速やかに、京都市企業立地促進制度補助

金指定事業者承継承認申請書（第１０号様式）に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出し、

その承認を受けなければならない。 

⑴ 法人の登記事項証明書 

⑵ 補助対象事業を承継した事実を証する書類 

⑶ その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請をした者が第１８条第１項各

号（第５条第１項第１号ウに係る部分を除く。）のいずれにも該当しないと認めるときは、承継

を承認する。 

３ 市長は、前項の規定により承継の承認又は不承認を決定し、京都市企業立地促進制度補助金指

定事業者承継承認決定通知書（第１１号様式）又は京都市企業立地促進制度補助金指定事業者承

継不承認決定通知書（第１２号様式）により通知するものとする。 

 



（併用の禁止） 

第２２条 同一の補助対象事業において、第３条第１号と第３条第２号の制度は併用できない。 

 

（補助対象事業所の敷地が特定地域の内外にわたる場合の措置） 

第２３条 補助対象事業所の敷地が特定地域の内外にわたる場合においては、その敷地は、全て当

該特定地域内にあるものとみなして、本要綱の規定を適用する。 

 

（補則） 

第２４条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な

事項は、産業観光局長が定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この要綱は、平成２６年４月１日から適用する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この改正による改正後の京都市企業立地促進制度補助金交付要綱の規定は、この改正の施行の

日以後に指定申請書を提出した者について適用する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この要綱は、平成２８年４月１日から適用する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この要綱は、平成２９年４月１日から適用する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この改正による改正後の京都市企業立地促進制度補助金交付要綱第１５条の規定は、平成３１

年３月３１日以前に指定事業者となった者にも適用する。 

 附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年２月１５日から施行する。 



（適用区分） 

２ この改正による改正後の京都市企業立地促進制度補助金交付要綱第１５条の規定は、令和３年

２月１４日以前に指定事業者となった者にも適用する。 

 附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この要綱は、令和３年４月１日から適用する。 

 附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の要綱の規定は、この改正の施行の日以後の指定申請について適用し、同日前の指定申

請については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年１０月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この要綱は、令和４年１０月１日から適用する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この改正による改正後の京都市企業立地促進制度補助金交付要綱第２章（第６条第１号ウ及び

第２号ウを除く。）の規定は、この改正の施行の日以後の指定申請について適用し、同日前の指

定申請については、なお従前の例による。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この要綱は、令和７年４月１日から適用する。ただし、この改正による改正後の京都市企業立

地促進制度補助金交付要綱第２０条の規定は、令和７年３月３１日以前に指定事業者となった者

にも適用する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の要綱の規定は、この改正の施行の日以後の指定申請について適用し、同日前の指定申

請については、なお従前の例による。 



別表１（第６条関係） 

常時雇用者の増加数 

補助金限度額 

京都市外に本店を置く企業が

市内で本社・工場等を初めて設

置する場合 

左記以外の場合 

１人未満   ５，０００，０００円 

１人以上    ４人以下 １０，０００，０００円  ７，５００，０００円 

５人以上    ９人以下 １５，０００，０００円 １０，０００，０００円 

１０人以上   １９人以下 ３０，０００，０００円 ２０，０００，０００円 

２０人以上   ４９人以下 ４５，０００，０００円 ３０，０００，０００円 

５０人以上   ９９人以下 ６０，０００，０００円 ４０，０００，０００円 

１００人以上  ２９９人以下 ９０，０００，０００円 ６０，０００，０００円 

３００人以上  １００，０００，０００円 １００，０００，０００円 

備考 １ 

「常時雇用者の増加数」とは、指定申請日後における、当該本社・工場等及び同敷地内における

常時雇用者の増加数をいう。 

 

備考２ 

常時雇用者の増加数が「１人未満」及び「１人以上４人以下」の区分は、第５条第１項第１号イ

に規定する要件を満たす場合のみ対象とする。 



別表２（第１２条関係） 

 

１ 利用料の上限 

 

シェアオフィス等を利用する日数 

※海外企業についてはⅡ（上限１８０日）まで該当 

Ⅰ Ⅱ 

 ７日以上 

３０日以下 

３１日以上 

６０日以下 

６１日以上 

９０日以下 

 ９１日以上 

１２０日以下 

１２１日以上 

１５０日以下 

１５１日以上 

１８０日以下 

シ
䣷
ア
オ
フ
䣵
ス
等 

を
利
用
す
る
人
数 

１人 
１６，０００
円 

３３，０００
円 

５０，０００ 
円 

６６，０００
円 

８３，０００
円 

１００，００
０円 

２人 
３３，０００
円 

６６，０００
円 

１００，００
０円 

１３３，００
０円 

１６６，００
０円 

２００，００
０円 

３人 
５０，０００
円 

１００，００
０円 

１５０，００
０円 

２００，００
０円 

２５０，００
０円 

３００，００
０円 

４人 
６６，０００
円 

１３３，００
０円 

２００，００
０円 

２６６，００
０円 

３３３，００
０円 

４００，００
０円 

５人 

以上 
８３，０００
円 

１６６，００
０円 

２５０，００
０円 

３３３，００
０円 

４１６，００
０円 

５００，００
０円 

 

２ 交通費の上限 

  

シェアオフィス等を利用する日数 

※海外企業についてはⅡ（上限１８０日）まで該当 

Ⅰ Ⅱ 

 ７日以上 

３０日以下 

３１日以上 

６０日以下 

６１日以上 

９０日以下 

 ９１日以上 

１２０日以下 

１２１日以上 

１５０日以下 

１５１日以上 

１８０日以下 

シ
䣷
ア
オ
フ
䣵
ス
等
を
利
用
す
る
人
数 

１人 

１往復に要す
る経費かつ 
１６，０００
円 

２往復に要す
る経費かつ 
３３，０００
円 

３往復に要す
る経費かつ 
５０，０００
円 

４往復に要す
る経費かつ 
６６，０００
円 

５往復に要す
る経費かつ 
８３，０００
円 

６往復に要す
る経費かつ 
１００，０００
円 

 

２人 

２往復に要す
る経費かつ 
３３，０００
円 

４往復に要す
る経費かつ 
６６，０００
円 

６往復に要す
る経費かつ 
１００，００
０円 

８往復に要す
る経費かつ 
１３３，００
０円 

１０往復に要
する経費かつ
１６６，００
０円 

１２往復に要
する経費かつ
２００，０００
円 

 

 

３人 

３往復に要す
る経費かつ 
５０，０００
円 

６往復に要す
る経費かつ 
１００，００
０円 

９往復に要す
る経費かつ 
１５０，００
０円 

１２往復に要
する経費かつ 
２００，００
０円 

１５往復に要
する経費かつ 
２５０，００
０円 

１８往復に要
する経費かつ 
３００，０００
円 

 

 

４人 

４往復に要す
る経費かつ 
６６，０００
円 

８往復に要す
る経費かつ 
１３３，００
０円 

１２往復に要
する経費かつ 
２００，００
０円 

１６往復に要
する経費かつ 
２６６，００
０円 

２０往復に要
する経費かつ 
３３３，００
０円 

２４往復に要
する経費かつ 
４００，０００
円 

 

 

５人

以上 

５往復に要す
る経費かつ 
８３，０００
円 

１０往復に要
する経費かつ 
１６６，００
０円 

１５往復に要
する経費かつ 
２５０，００
０円 

２０往復に要
する経費かつ 
３３３，００
０円 

２５往復に要
する経費かつ 
４１６，００
０円 

３０往復に要
する経費かつ 
５００，０００
円 

 

 

備考１ 

「シェアオフィス等を利用する人数」は、シェアオフィス等を同時に利用する人の数をいう。た

だし、シェアオフィス等の利用が一週間未満の人数は含めない。 

 

備考２ 



「○往復に要する経費かつ○円」とは、「○往復に要する経費」と「○円」のうち、いずれか低

い額をいう。 

 

備考３ 

月額で利用する場合、１箇月を３０日間として補助対象期間を計算する。 



第 1 号様式（第１３条関係） 

 

京都市企業立地促進制度補助金補助対象事業指定申請書 

 

（宛先） 京 都 市 長 年   月   日  

申請者の住所（法人の主たる事務所の所在

地） 

申請者の氏名（法人の名称及び代表者の氏名） 

 

                

  

 

京都市企業立地促進制度補助金交付要綱第１３条の規定による補助対象事業の指定を受

けたいので、同条の規定により申請します。 

補助金の種別  

補助対象事業所の名称  

補助対象事業所の用途 

及び工事種別 
 

補助対象事業所の所在地  

補助対象事業所で行う 

業務の内容 
 

工事予定期間     年  月  日  ～  年  月  日 

操業等開始予定日     年  月  日 

備考  

 

注 この申請書には、京都市企業立地促進制度補助金交付要綱第１３条第２項各号に掲げる書類を

添付してください。 



第２号様式（第１４条関係） 

 

第   号 

  年  月  日 

 

        様 

 

  京都市長        

                   （担当              ） 

 

 

京都市企業立地促進制度補助金補助対象事業指定決定通知書 

 

    年  月  日付けで申請のあった補助対象事業指定申請について、京都市企業立地促

進制度補助金交付要綱第１３条の規定に基づき、下記のとおり補助対象事業として指定することを

決定しましたので、同要綱第１４条の規定により通知します。 

 

 

記 

 

 

１ 補助金の種別 

 

 

２ 指定年月日及び指定番号     年  月  日（    第  号） 

 

 

３ 補助対象事業所の名称 

 

 

４ 補助対象事業所の用途及び工事種別 

 

 

５ 補助対象事業地 

 

 



第３号様式（第１４条関係） 

 

第   号 

  年  月  日 

 

        様 

 

  京都市長        

                   （担当              ） 

 

 

京都市企業立地促進制度補助金補助対象事業不指定決定通知書 

 

    年  月  日付けで申請のあった補助対象事業指定申請について、京都市企業立地促

進制度補助金交付要綱第１３条の規定に基づき、下記のとおり補助対象事業として指定しないこと

を決定しましたので、同要綱第１４条の規定により通知します。 

 

 

記 

 

１ 補助金の種別 

 

 

２ 補助対象事業所の名称 

 

 

３ 不指定理由               

 

 

 

（教示） この決定に不服があるときは、この通知を受け取られた日の翌日から起算して３箇月以

内に、京都市長に対して審査請求をすることができます。ただし、当該期間内であっても、

この決定があった日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることがで

きなくなります。また、この通知を受け取られた日（京都市長に審査請求をした場合は、

当該審査請求に対する京都市長の裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６箇

月以内に京都市を被告として、京都地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することもで

きます（訴訟において京都市を代表する者は、京都市長となります。）。ただし、当該期

間内であっても、この決定があった日（京都市長に審査請求をした場合は、当該審査請求

に対する京都市長の裁決があった日）の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の

取消しの訴えを提起することはできなくなります。 



第４号様式（第１５条関係） 

 

変更 

京都市企業立地促進制度補助金補助対象事業 中止 届出書 

廃止 

 

（宛先） 京 都 市 長 年   月   日  

届出者の住所（法人の主たる事務所の所在

地） 

届出者の氏名（法人の名称及び代表者の氏名） 

 

                

  

年  月  日付け    第  号により京都市企業立地促進制度補助金交

付要綱第１３条の規定による指定を受けた補助対象事業を□中止□変更□廃止しますの

で、同要綱第１５条の規定により届け出ます。 

補助金の種別  

補助対象事業の指定番号 第  号 

補助対象事業の内容 

（変更の場合のみ） 

【変更前】 

【変更後】 

変更、中止又は廃止の理由 

 

変更、中止又は廃止年月日     年  月  日 

備考  

 

注 該当する□には、レ印を記入してください。 



第５号様式（第１６条関係） 

 

 

京都市企業立地促進制度補助金補助対象事業操業等開始届出書 

 

 

（宛先）京 都 市 長 年   月   日  

届出者の住所（法人の主たる事務所の所在

地） 

届出者の氏名（法人の名称及び代表者の氏名） 

 

                

  

年  月  日付け    第    号により京都市企業立地促進制度補助

金交付要綱第１３条の規定による指定があった補助対象事業について、補助対象事業所の

操業等を開始しましたので、同要綱第１６条の規定により届け出ます。 

補助金の種別  

補助対象事業の指定番号 第  号 

補助対象事業所の名称  

補助対象事業所の用途 

及び工事種別 
 

補助対象事業所の所在地  

操業等開始年月日     年  月  日 

 

注 この届出書には京都市企業立地促進制度補助金交付要綱第１６条に掲げる書類を添付してく

ださい。 



第６号様式（第１８条・第１９条関係） 

 

第   号 

  年  月  日 

 

        様 

 

  京都市長         

                   （担当              ） 

 

 

京都市企業立地促進制度補助金補助対象事業指定取消決定通知書 

 

 京都市企業立地促進制度補助金交付要綱第１８条の規定に基づき、下記の補助対象事業の指定を

取り消すことを決定しましたので通知します。 

 

 

記 

 

１ 補助金の種別 

 

２ 指定年月日及び指定番号     年  月  日（    第  号） 

 

３ 補助対象事業所の名称 

 

４ 補助対象事業所の用途及び工事種別 

 

５ 補助対象事業地 

 

６ 事業取消理由 

 

（教示） この決定に不服があるときは、この通知を受け取られた日の翌日から起算して３箇月以

内に、京都市長に対して審査請求をすることができます。ただし、当該期間内であっても、

この決定があった日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることがで

きなくなります。また、この通知を受け取られた日（京都市長に審査請求をした場合は、

当該審査請求に対する京都市長の裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６箇

月以内に京都市を被告として、京都地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することもで

きます（訴訟において京都市を代表する者は、京都市長となります。）。ただし、当該期

間内であっても、この決定があった日（京都市長に審査請求をした場合は、当該審査請求

に対する京都市長の裁決があった日）の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の

取消しの訴えを提起することはできなくなります。 



第７号様式（第１９条関係） 

 

京都市企業立地促進制度補助金交付申請書 

 

（宛先）京 都 市 長 年   月   日  

申請者の住所（法人の主たる事務所の所在

地） 

申請者の氏名（法人の名称及び代表者の氏名） 

 

                

  

 

京都市補助金等の交付等に関する条例第９条の規定により、補助金の交付を申請します。 

補助金の種別  

補助対象事業の指定番号 第  号 

補助対象事業所の名称  

補助対象事業所の用途 

及び工事種別 
 

補助対象事業所の所在地  

交付を受けようとする 

補助金の金額 
         円 

備考  

 

注 この申請書には、京都市企業立地促進制度補助金交付要綱第１９条第１項各号に掲げる書類を

添付してください。 

 



第８号様式（第２０条関係） 

 

第      号 

  年   月   日 

 

        様 

 

  京都市長          

                       （ 担 当        ） 

 

 

京都市企業立地促進制度補助金交付決定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった京都市企業立地促進制度補助金について、京都市企

業立地促進制度補助金交付要綱第２０条の規定に基づき、下記のとおり交付することを決定しまし

たので通知します。 

 

 

記 

 

１ 補助金の種別 

 

２ 補助対象事業所の名称 

 

３ 交付金額 金          円 

 

４ 交付の条件   

 ⑴ 京都市企業立地促進制度補助金交付要綱第６条に定める固定資産税及び都市計画税の納付

額に変更が生じた場合には、速やかに京都市へ報告すること。 

 ⑵ 前号の納税額が減額となっていた場合、補助金額を減額し、又は取り消すことがあります。 

 

 



第９号様式（第２０条関係） 

 

   第     号 

  年   月   日 

 

        様 

 

  京都市長          

                       （ 担 当       ） 

 

 

京都市企業立地促進制度補助金不交付決定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった京都市企業立地促進制度補助金については、京都市

企業立地促進制度補助金交付要綱第２０条の規定に基づき、下記のとおり不交付とすることを決定

しましたので通知します。 

 

 

記 

 

１ 補助金の種別 

 

２ 補助対象事業所の名称 

 

３ 不交付理由 

 

 

 

 

 

（教示） この決定に不服があるときは、この通知を受け取られた日の翌日から起算して３箇月以

内に、京都市長に対して審査請求をすることができます。ただし、当該期間内であっても、

この決定があった日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることがで

きなくなります。また、この通知を受け取られた日（京都市長に審査請求をした場合は、

当該審査請求に対する京都市長の裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６箇

月以内に京都市を被告として、京都地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することもで

きます（訴訟において京都市を代表する者は、京都市長となります。）。ただし、当該期

間内であっても、この決定があった日（京都市長に審査請求をした場合は、当該審査請求

に対する京都市長の裁決があった日）の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の

取消しの訴えを提起することはできなくなります。 



第１０号様式（第２１条関係） 

 

京都市企業立地促進制度補助金指定事業者承継承認申請書 

 

（宛先）京 都 市 長 年   月   日  

申請者の住所（法人の主たる事務所の所在

地） 

申請者の氏名（法人の名称及び代表者の氏名） 

 

                

  

 

指定事業者の地位を承継したいので、京都市企業立地促進制度補助金交付要綱第２１条

の規定により申請します。 

補助金の種別  

補助対象事業の指定番号 第  号 

補助対象事業所の名称  

補助対象事業所の所在地  

承認後の補助対象事業所の名称  

承継の理由  

承継年月日     年  月  日 

備考  

 

注 この申請書には、京都市企業立地促進制度補助金交付要綱第２１条第１項各号に掲げる書類を

添付してください。 

 

 

 



第１１号様式（第２１条関係） 

 

第      号 

  年   月   日 

 

        様 

 

  京都市長          

                       （ 担 当        ） 

 

 

京都市企業立地促進制度補助金指定事業者承継承認決定通知書 

 

    年  月  日付けで申請のあった指定事業者承継承認申請について、京都市企業立地

促進制度補助金交付要綱第２１条の規定に基づき、下記のとおり地位の承継を承認することを決定

しましたので通知します。 

 

 

記 

 

１ 地位の被承継者 

 

２ 地位の承継者 

 

３ 地位の承継補助対象事業 

⑴ 補助金の種別 

⑵ 指定年月日及び指定番号     年  月  日（    第  号） 

⑶ 補助対象事業所の名称   

⑷ 補助対象事業所の所在地  

 

４ 承継後の補助対象事業所の名称 

 

５ 地位の承継年月日 

    年  月  日 

 



第１２号様式（第２１条関係） 

 

第      号 

  年   月   日 

 

        様 

 

  京都市長          

                       （ 担 当        ） 

 

 

京都市企業立地促進制度補助金指定事業者承継不承認決定通知書 

 

    年  月  日付けで申請のあった指定事業者承継承認申請について、京都市企業立地

促進制度補助金交付要綱第２１条の規定に基づき、下記のとおり地位の承継を承認しないことを決

定しましたので通知します。 

 

 

記 

 

１ 補助金の種別 

 

２ 指定年月日及び指定番号     年  月  日（    第  号） 

 

３ 補助対象事業所の名称 

 

４ 補助対象事業所の所在地 

 

５ 不承認の理由 

 

 

（教示） この決定に不服があるときは、この通知を受け取られた日の翌日から起算して３箇月以

内に、京都市長に対して審査請求をすることができます。ただし、当該期間内であっても、

この決定があった日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることがで

きなくなります。また、この通知を受け取られた日（京都市長に審査請求をした場合は、

当該審査請求に対する京都市長の裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６箇

月以内に京都市を被告として、京都地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することもで

きます（訴訟において京都市を代表する者は、京都市長となります。）。ただし、当該期

間内であっても、この決定があった日（京都市長に審査請求をした場合は、当該審査請求

に対する京都市長の裁決があった日）の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の

取消しの訴えを提起することはできなくなります。 


